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特定外来生物防除等対策事業実施要領 

 

第１ 目的 

本要領は、特定外来生物防除等対策事業交付要綱（令和６年４月 30日付け環自野発第 2404309号）

（以下「交付要綱」という。）第３条第３項の規定に基づき、同条第１項に掲げる事業の実施に関し

て必要な細目等を定めることにより、交付要綱第２条に掲げる交付の目的を達成することを目的とす

る。 

 

第２ 事業の実施方法等 

 （１）対象事業の要件 

    ① 交付要綱第 12条第１項の規定により地方公共団体（都道府県、市町村（地方自治法（昭

和 22 年法律第 67 号）第 281条に規定する特別区を含む。以下同じ。））に交付された交

付金を活用して地方公共団体が行う交付要綱別表第１第２欄に掲げる事業であること。 

  ② 交付要綱別表第１表第１欄の（１）に掲げる事業の実施に当たっては、以下のいずれか

に該当すること 

ア）次のⅰ）、ⅱ）どちらにも該当すること。 

ⅰ）以下のいずれかに該当すること。 

・特定外来生物等の分布が全国的には局所的である場合 

・分布拡大の最前線であって、早期に防除を実施しなければ近隣地域に分布拡大する

おそれが高い場合 

・地域の重要な自然資源に重大な被害を及ぼす又はそのおそれが高い場合 

ⅱ）効果的な防除手法が既に開発されている、又は開発が可能である等、被害を効果的

に抑制できる目標を立て得る場合 

      イ）全国的にまだ前例のない効果的・効率的な防除手法開発や他の模範となる防除である

こと 

③ 事業の効果に関する客観的な指標を設定するとともに、交付申請に当たってその目標を

設定しているものであること。また、地方公共団体が交付要綱別表第２第３欄に定める者

（以下「間接交付事業者」という。）に間接交付を行う事業（以下「間接交付事業」という。）

にあっては、地方公共団体が間接交付事業を採択する場合にも、間接交付事業者に対して

これらの設定を求めること。ただし、個別の間接交付事業において指標及び目標を設定す

ることが困難な場合については、地方公共団体において対象となる間接交付事業全体での

事業の効果に関する客観的な指標及び目標を設定するものとする。 

④  交付要綱別表第１第１欄の（１）に掲げる事業であって、地方公共団体が間接交付を行う

場合にあっては、地方公共団体は総事業費のうち 1/4以上を負担するものであること。ただし、

次項②の規定により、都道府県が交付申請する場合を除く。 
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（２）採択の方法及び優先採択について 

交付要綱第６条第１項に定める審査は、環境省において応募書類の記載内容をもとに事業要

件への該否等を確認のうえで書類選考を行い、以下の①、②の項目について、別表に示す基

準に沿って審査し、予算の状況等も踏まえて採択事業を選定する。当該審査に当たっては、

必要に応じてヒアリングの実施や追加資料の作成・提出等を地方公共団体の長に求める場合

がある。 

① 防除、計画等策定又は調査等に係る費用及び人員を有効に活用するため、費用対効果

や実現可能性の観点から優先順位を考慮し、地域の実情に応じた効率的かつ効果的な手

法及び体制等による防除、計画等策定又は調査等を実施し、又は特定外来生物等の防除

等対策の推進における波及的効果が期待できるもの。なお、交付事業者が間接交付事業

を採択する場合もこの基準に準ずるものとする。 

② 「特定外来生物被害防止基本方針」（令和４年９月 20日閣議決定）における都道府県の

役割を踏まえ、都道府県には当該都道府県の区域内の市町村との役割分担の調整や連携

促進等の取組を積極的に進めることが期待される。これを踏まえ、交付要綱第３条第１

項第二号のうち市町村が行う事業であって、都道府県が特定外来生物等の生息状況及び

被害状況に応じ、適切にとりまとめている間接交付事業。また、上記の都道府県の役割

に鑑み、間接交付事業と一の申請によって当該都道府県により実施される事業。 

なお、事業内容や予算の状況等によっては、不採択に加え、一定の条件を伴う採択や、交付

申請における交付金交付申請額に満たない交付金の額を前提とした採択となる場合がある。 

 

（３）交付対象経費及び国の交付率 

各事業における交付対象経費及び国の交付率は交付要綱別表第１第３欄及び第４欄のとお

り。ただし、他の国庫補助金等を受けている又は受けることが確定している事業に要する経費

は対象とならないものとする（他の補助金等と本事業による交付金の充当範囲が明確に分離で

きる場合を除く）。 

 

第３ 事業の評価 

 地方公共団体の長は、当該年度において実施した特定外来生物防除等対策事業の個別・具体的な内

容を記載した実績報告書を、交付要綱様式第 11 により作成する際、特定外来生物防除等対策事業の

目標の達成度や効果等について評価、検証を行うこと。特に、交付申請に当たって設定した指標及び

目標についてその達成度や効果等を明示することとする。 

また、初めて交付申請を行う場合を除き、当該年度までに実施した特定外来生物防除等対策事業の

成果を記載した次年度の事業計画書を、交付要綱様式第 1により作成する際も同様とする。 

上記の内容を勘案し、環境大臣は、交付要綱第６条の審査に当たるものとする。 

 

 

第４ その他 
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環境省自然環境局野生生物課長（以下「野生生物課長」という。）は、第２及び第３に定める事項

を考慮のうえ、交付金の交付に係る事務を行うものとする。また、この要領に定めるもののほか、事

業に関し必要な事項は、野生生物課長が定めるものとする。 

 

附則 

この実施要領は、令和５年２月 27日から施行する。 

 

附則 

１．この実施要領は、令和６年４月 30日から施行する。 

２．この実施要領による改正後の規定は、令和６年度予算に係る交付金から適用し、令和５年度以前 

の予算に係る交付金については、なお従前の例による。 

 

附則 

１．この実施要領は、令和７年１月 16日から施行する。 

２．この実施要領による改正後の規定は、令和７年度予算に係る交付金から適用し、令和６年度以前 

の予算に係る交付金については、なお従前の例による。 
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別表（審査基準関係） 

 

交付対象事業の審査基準関係 

（「交付対象事業」とは、交付要綱別表第１第１欄の（１）～（３）を指す。） 

 

項目 審査基準 評価される交

付申請書別紙

の記載箇所 

備考・補足 

交付要

件に対

する該

当性 

ア）次の i)、ii）のどちらにも該当すること。  ・ア）とイ）

のいずれに

も該当しな

い事業は不

採択となる。 

・詳細は実施

要領第２

（１）各号を

参照のこと。 

 i）以下のいずれかに該当すること。  

 ・特定外来生物等の分布が全国的には局所的 

であること。 

「主たる特定

外来生物等の

種名」 

 ・分布拡大の最前線であって、早期に防除を実施 

しなければ近隣地域に分布拡大するおそれが 

高いこと。 

「対象地域」 

 ・地域の重要な自然資源に重大な被害を及ぼす又は 

そのおそれが高いこと。 

基準５－２ 

基準５－３ 

 ii）効果的な防除手法が既に開発されている、 

又は開発が可能である等、被害を効果的に抑制 

できる目標を立て得ること。 

基準３－２ 

イ）全国的にまだ前例のない効果的・効率的な防除手法開

発や他の模範となる防除であること。 

基準３－２ 

１．目

的・目

標の妥

当性 

・対象種の侵入状況や被害状況等、地域の外来生物対策上

の課題と取組の現状が事業背景に明確に記述されてい

ること。 

基準１－１  

・事業背景を踏まえた、実現可能性の高い適切な目標、 

保全対象が設定されていること。 

・事業背景を踏まえ、事業内容と関連した妥当な事業 

目標となっていること。 

・目標達成の時期が定められており、事業の着地点が 

明確になっていること。 

基準１－２  

２．成

果指標

の妥当

性 

以下の観点で、事業の効果に関する客観的な指標を設定し

ていること。 

 

 

 

 ・事業目標に見合った妥当なアウトプット指標が設定

されていること。 

・客観的・定量的に事業成果の評価が可能なアウトプ

基準２－１  
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ット指標が設定されているか（達成率の算出方法、

その方法の妥当性等）。 

 ・事業目標に見合った妥当なアウトカム指標が設定さ

れていること。 

・客観的・定量的に事業成果の測定が可能なアウトカ

ム指標が設定されているか（達成率の算出方法、そ

の方法の妥当性等）。 

基準２－２  

・事業成果を定期的に評価する体制や枠組みが設けら

れており、ＰＤＣＡサイクルにより事業内容の改善

が見込まれるか。 

 

基準２－３  

３．事

業計画

の妥当

性 

費用対効果、実現可能性、防除手法や体制の効果・効率性、

実行性等の観点から、妥当な事業計画が策定されている

か。 

  

 ・目標達成に向けて、事業内容の費用対効果や効率性

を高めたり、予算を効率的に活用するための工夫が

見られるか。 

＊民間企業、関係団体、隣接自治体等、申請者以外

との連携体制が構築されているか。 

＊特定外来生物の侵入・定着フェーズや分布域に応

じた事業計画であるか。 

＊根絶又は低密度管理状態を短期間で実現すること

が見込まれるものか。 

＊専門家や試験研究機関等との連携や既存の防除マ

ニュアルや既存備品の活用等 

・事業目標及び成果指標の達成に向けて、当該取組が

どのように関係・寄与するのか、論理的・具体性の

ある計画か。 

・特に、積極的にＩＣＴ等の新たな技術を活用する工

夫がみられるか。 

基準３－１ 

基準３－２－

１ 

基準３－２－

２ 

直接交付事

業 

間接交付事

業に共通 

・間接交付事業者の取組みを交付事業者が管理、監督

する方法に具体性があるか。 

基準３－２－

２ 

間接交付事

業のみ 

４．過

年度事

業の達

成状況

及び効

果 

・成果指標の達成状況及び過年度の成果から鑑み、事業が

過年度の事業計画に沿って適切に実施され、効果を上げ

ているか。 

・過年度事業の実施により、事業対象地において、対象種

による被害の抑止が図られる、又は、事業効果に寄与す

る成果が得られたか。 

基準２－１ 

基準２－２ 

基準４ 
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・事業開始時点で分布が確認されていた地域における根絶

の達成、分布域を縮小させることに成功したか。 

・地方公共団体の管轄内において、事業開始時と比較し、

新たに分布域が拡大した地域がないか。 

５．国

の主要

施策と

の関係

性 

・防除実施計画、生物多様性地域戦略、特定計画（鳥獣保

護管理法）その他計画に基づいた防除事業であるか。 

基準５－１  

・事業実施により、生態系保全上重要な地域における生態

系の保全が促進されること。 

基準５－２ 必ずしも保

護区等であ

る必要はな

く、都市部に

おける緑道

等、地域生態

系における

重要性が見

込まれるも

のであれば

該当する。 

・保全対象種が明示され、それらが防除等の対象となる特

定外来生物との生物間相互作用を有していること。 

基準５－３  

６．科

学的知

見に基

づく事

業実施 

・ガイドラインや論文、マニュアル、手引き等、既存の知

見の活用が図られていること。 

基準６－１  

・事業実施にあたり、専門家との連携が行われ、科学的な

知見からの指導、検討が行われていること。 

基準６－２  

・専門家の意見が事業計画に随時取り入れられる体制が確

保されていること。 

基準６－３  

７．事

業成果

の評価

体制 

・当年度の事業成果を年度末に評価し、次年度の計画策定

に効果的に反映する体制が構築されていること。 

・評価時点で得られている成果を今後の事業実施に効果的

に生かすことが可能な事業計画であること。 

基準２－３ 

基準４ 

基準６－３ 

左記３項目

の記載内容

を鑑みて総

合的に判断

する。 

８．責

務規定

を踏ま

えた都

道府県

の取組

み 

・都道府県が市町村に対して実施する間接交付事業である

こと。 

・都道府県と市町村の役割分担が明確になされ、連携促進

等の取組の具体性が図られた事業計画であるか。 

 

※「特定外来生物被害防止基本方針」（令和４年９月 20日

閣議決定）における都道府県の役割を参照。 

基準３－２－

２ 

 

 


